
平
成
二
十
六
年
十
月
十
五
日
提
出

質

問

第

二

五

号

高
校
生
等
に
対
す
る
自
衛
官
等
募
集
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
送
付
及
び
住
民
基
本
台
帳
情
報
利
用
に
関
す
る
再
質

問
主
意
書

提

出

者

阿

部

知

子
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高
校
生
等
に
対
す
る
自
衛
官
等
募
集
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
送
付
及
び
住
民
基
本
台
帳
情
報
利
用
に
関
す
る
再
質

問
主
意
書

平
成
二
十
六
年
十
月
七
日
、
政
府
は
私
の
提
出
し
た
「
高
校
生
等
に
対
す
る
自
衛
官
等
募
集
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
送
付
及
び

住
民
基
本
台
帳
情
報
利
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
以
下
、
「
本
質
問
主
意
書
」
と
い
う
）
に
対
す
る
答
弁
書
（
以
下
、

「
本
政
府
答
弁
書
」
と
い
う
）
を
閣
議
決
定
し
た
。

本
政
府
答
弁
書
は
根
拠
を
示
さ
ず
自
衛
隊
に
よ
る
適
齢
者
情
報
収
集
を
適
法
と
し
、
ま
た
、
住
民
の
個
人
情
報
に
関
わ
る
問

題
に
つ
い
て
当
然
明
ら
か
に
す
べ
き
事
柄
を
事
実
上
「
秘
密
」
と
す
る
も
の
で
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
以
下
再
質
問
す
る
。

一

①

本
政
府
答
弁
書
は
、
自
衛
隊
地
方
協
力
本
部
が
自
衛
官
等
募
集
事
務
の
た
め
に
入
手
し
た
中
高
生
ら
適
齢
者
の
住
民

基
本
台
帳
四
情
報
（
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
住
所
）
の
件
数
及
び
自
衛
官
等
の
募
集
に
係
る
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー

ル
の
数
を
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
（
本
政
府
答
弁
書
「
一
の
①
に
つ
い
て
」
及
び
「
一
の
②
に
つ
い
て
」
）
。
防
衛
省

は
当
該
入
手
情
報
を
個
人
情
報
と
し
て
厳
正
に
管
理
す
る
と
し
て
い
る
（
例
え
ば
、
平
成
二
十
六
年
六
月
五
日
付
、
東

京
地
本
第
八
六
七
号
）
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
入
手
及
び
利
用
に
つ
い
て
明
ら
か
に
で
き
な
い
の
は
重
大
な
問
題
で
あ

一



る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
は
い
か
が
か
。

②

自
衛
官
等
募
集
に
係
る
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
に
要
す
る
印
刷
費
、
発
送
費
等
に
加
え
、
住
民
基
本
台
帳
閲
覧
及
び
書

写
等
に
多
大
な
労
力
と
当
然
な
が
ら
人
件
費
が
か
か
り
、
さ
ら
に
、
紙
媒
体
等
で
市
町
村
か
ら
適
齢
者
情
報
を
入
手
し

た
場
合
を
含
め
、
宛
名
の
入
力
等
に
も
多
大
な
労
力
と
人
件
費
が
か
か
る
中
で
、
適
齢
者
情
報
収
集
及
び
ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー
ル
発
送
に
か
か
る
費
用
に
対
し
て
い
か
な
る
効
果
が
上
が
っ
た
の
か
を
評
価
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の

基
礎
と
な
る
情
報
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
の
は
同
様
に
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た

い
。

二

①

本
政
府
答
弁
書
「
二
の
①
に
つ
い
て
」
は
「
中
学
生
本
人
に
対
す
る
文
書
に
よ
る
直
接
の
募
集
が
直
近
五
年
間
に
お

い
て
行
わ
れ
た
例
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
な
い
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
中
学
生
に
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
が
届
い
た
と

の
声
も
聞
か
れ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
自
衛
隊
地
方
協
力
本
部
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
中
学
生
本
人
に
Ｄ
Ｍ
を
発
送

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
言
で
き
る
の
か
、
改
め
て
答
え
ら
れ
た
い
。
あ
わ
せ
て
、
直
近
五
年
間
に
お
い
て
中
学
生
の
保

護
者
に
Ｄ
Ｍ
が
送
付
さ
れ
た
例
が
あ
る
か
、
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

②

本
政
府
答
弁
書
「
二
の
②
に
つ
い
て
」
は
「
市
町
村
の
長
に
対
し
、
中
学
生
の
氏
名
、
生
年
月
日
等
の
情
報
に
関
す

二



る
資
料
に
つ
い
て
提
出
は
求
め
て
い
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
四
日
付
自
衛
隊
新

潟
地
方
協
力
本
部
長
発
新
潟
市
長
宛
「
適
齢
者
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
（
依
頼
）
」
（
新
潟
地
本
第
九
三
九
号
）
で

は
、
「
平
成
十
一
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
十
二
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者
」
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求

め
て
お
り
、
本
答
弁
は
虚
偽
の
疑
い
が
あ
る
（
な
お
、
新
潟
市
長
は
こ
の
依
頼
に
は
応
じ
て
い
な
い
と
聞
い
て
い

る
）
。
本
答
弁
に
係
る
事
実
関
係
及
び
政
府
の
認
識
を
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。

③

本
政
府
答
弁
書
「
二
の
②
に
つ
い
て
」
は
中
学
生
に
つ
い
て
入
手
し
た
資
料
を
「
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
の
生

徒
の
募
集
に
利
用
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
の
み
で
、
「
具
体
的
に
」
と
の
質
問
に
答
え
て
い
な
い
。
具
体
的
に
い
か

な
る
方
法
で
生
徒
の
募
集
に
利
用
し
て
い
る
の
か
明
確
に
説
明
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
政
府
の
認
識

を
示
さ
れ
た
い
。

三

①

本
政
府
答
弁
書
は
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
が
自
衛
隊
地
方
協
力
本
部
か
ら
の
適
齢
者
情
報
提
供
依
頼
や
住
民
基
本
台
帳

閲
覧
請
求
に
対
し
て
い
か
な
る
対
応
を
行
っ
て
い
る
か
、
そ
の
具
体
的
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
も
の
で

あ
る
（
本
政
府
答
弁
書
「
三
の
①
か
ら
③
ま
で
及
び
⑤
に
つ
い
て
」
及
び
「
三
の
④
及
び
⑥
に
つ
い
て
」
）
。
市
町
村

名
等
本
質
問
主
意
書
の
三
の
①
か
ら
⑥
に
お
い
て
問
う
た
情
報
は
、
住
民
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
も
の
と
し
て

三



住
民
に
当
然
に
知
ら
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
又
、
特
定
秘
密
保
護
法
の
成
立
を
は
じ
め
安
全
保
障
に
係
る
情
報
開

示
の
あ
り
方
あ
る
い
は
「
秘
密
」
に
つ
い
て
国
民
の
関
心
及
び
懸
念
が
高
ま
っ
て
い
る
中
、
極
め
て
遺
憾
な
答
弁
で
あ

る
。
本
政
府
答
弁
書
は
「
今
後
の
当
該
募
集
事
務
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
し
て
い
る

が
、
政
府
は
当
該
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
具
体
的
に
い
か
な
る
事
態
が
生
じ
る
こ
と
を
想
定
し
て
こ
の
よ
う
な

答
弁
を
行
っ
た
の
か
、
明
確
に
答
え
ら
れ
た
い
。

②

本
政
府
答
弁
書
を
通
じ
て
政
府
は
適
齢
者
情
報
収
集
は
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
が
、
そ
れ

な
ら
ば
何
故
殊
更
に
当
該
情
報
を
秘
匿
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
明
確
に
答
え
ら
れ
た
い
。

③

住
民
基
本
台
帳
法
第
十
一
条
に
基
づ
く
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
同
条
第
三
項
の
定
め
に

よ
り
、
市
町
村
長
が
そ
の
状
況
に
つ
い
て
公
表
を
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
本
政
府
答
弁
書
で
住
民
基
本

台
帳
閲
覧
に
係
る
情
報
を
も
開
示
し
な
か
っ
た
こ
と
は
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
は
い
か
が
か
。

四

①

自
衛
隊
法
第
九
十
七
条
が
「
自
衛
官
及
び
自
衛
官
候
補
生
の
募
集
に
関
す
る
事
務
」
と
し
て
、
「
学
生
」
及
び
「
生

徒
」
を
除
外
し
て
い
る
趣
旨
は
何
で
あ
る
と
政
府
は
考
え
る
か
、
典
拠
を
示
し
具
体
的
に
答
え
ら
れ
た
い
。

②

「
自
衛
官
及
び
自
衛
官
候
補
生
の
募
集
に
関
す
る
事
務
」
に
係
る
自
衛
隊
法
第
九
十
七
条
及
び
自
衛
隊
法
施
行
令
第

四



百
二
十
条
に
よ
り
市
町
村
長
に
提
出
を
求
め
か
つ
厳
正
に
管
理
す
べ
き
個
人
情
報
を
、
本
政
府
答
弁
書
「
四
の
②
に
つ

い
て
」
の
答
弁
の
如
く
応
募
者
の
「
便
宜
」
を
理
由
に
し
て
「
学
生
」
及
び
「
生
徒
」
の
募
集
の
た
め
に
目
的
外
利
用

す
る
こ
と
が
な
ぜ
認
め
ら
れ
る
と
政
府
は
考
え
る
の
か
、
そ
の
根
拠
を
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。

五

①

本
政
府
答
弁
書
の
「
五
の
①
に
つ
い
て
」
は
何
ら
根
拠
を
示
さ
ず
「
防
衛
大
臣
が
市
町
村
の
長
に
対
し
提
出
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
し
て
お
り
、
非
常
に
問
題
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
に
防
衛
庁
（
当
時
）
が
市

町
村
に
対
す
る
適
齢
者
情
報
提
供
の
依
頼
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
い
か
な
る
説
明
を
し
て
い
た
か
、
時
系
列
に
そ
の
説

明
内
容
の
変
遷
を
示
し
、
こ
れ
に
対
す
る
政
府
の
評
価
を
示
さ
れ
た
い
。

②

本
質
問
主
意
書
の
五
の
①
で
指
摘
し
た
一
九
七
四
年
発
行
の
『
防
衛
法
』
（
自
由
国
民
社
）
の
記
述
に
対
す
る
見
解

を
含
め
、
政
府
は
自
衛
隊
法
施
行
令
第
百
二
十
条
の
制
定
時
の
趣
旨
が
何
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
か
、
典
拠
を
示
し
つ

つ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

③

①
及
び
②
を
踏
ま
え
つ
つ
、
政
府
が
、
適
齢
者
情
報
を
「
防
衛
大
臣
が
市
町
村
の
長
に
対
し
提
出
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
解
さ
れ
る
」
（
本
政
府
答
弁
書
の
「
五
の
①
に
つ
い
て
」
）
と
す
る
明
確
な
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

④

本
政
府
答
弁
書
の
「
五
の
②
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
自
衛
隊
法
第
九
十
七
条
第
一
項
及
び
自
衛
隊
法
施
行
令
第
百

五



二
十
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
遂
行
さ
れ
る
適
法
な
事
務
で
あ
る
こ
と
を
以
っ
て
、
「
住
民
基
本
台
帳
法
上
に
明
文
の
規

定
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
特
段
の
問
題
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
前
者
か
ら
後
者
が
自
動
的
に

帰
結
す
る
訳
で
は
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
改
め
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
に
明
文
に
規
定
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
何

故
に
特
段
の
問
題
を
生
じ
な
い
と
政
府
は
考
え
る
の
か
、
そ
の
根
拠
を
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。

⑤

防
衛
省
か
ら
私
に
提
出
さ
れ
た
資
料
（
平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日
受
領
）
に
は
「
適
齢
者
情
報
の
提
供
を
受
け

て
い
て
、
住
基
台
帳
の
閲
覧
を
実
施
し
て
い
る
と
し
て
い
る
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
の
該
当
部
分
を
抽

出
の
上
閲
覧
す
る
形
態
で
適
齢
者
情
報
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
記
述
さ
れ
、
同
記
述
に
関
し

て
防
衛
省
担
当
者
は
、
抽
出
し
た
も
の
を
閲
覧
で
き
る
こ
と
は
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の
全
部
を
閲
覧
し
て
適

齢
者
を
目
視
で
特
定
す
る
場
合
と
比
べ
て
あ
り
が
た
く
、
市
町
村
が
適
齢
者
を
抽
出
し
て
住
民
基
本
台
帳
を
閲
覧
さ
せ

る
形
態
を
「
適
齢
者
情
報
提
供
」
に
含
め
て
い
る
旨
回
答
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
お
け
る
「
抽
出
」
は
住
民

基
本
台
帳
法
の
予
定
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
政
府
答
弁
書
の
「
五
の
③
に
つ
い
て
」
は
失
当
で
あ
る
。
改
め
て
、

本
質
問
主
意
書
の
五
の
③
に
答
え
、
政
府
が
市
町
村
に
よ
る
適
齢
者
抽
出
の
便
宜
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
明
確
な
根
拠

を
示
さ
れ
た
い
。

六



六

①

本
政
府
答
弁
書
の
「
六
の
①
及
び
④
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
法
令
名
及
び
条
項
を
明
示
す
る
限
り
は
あ
ら
ゆ
る

「
法
令
で
定
め
る
事
務
」
を
請
求
事
由
と
す
る
住
民
基
本
台
帳
法
第
十
一
条
に
基
づ
く
閲
覧
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の

が
政
府
の
見
解
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
の
か
。

②

本
政
府
答
弁
書
の
「
六
の
②
に
つ
い
て
」
及
び
住
民
基
本
台
帳
法
第
十
一
条
第
三
項
に
基
づ
く
市
町
村
公
表
資
料
で

明
ら
か
で
あ
る
が
、
自
衛
官
等
募
集
事
務
以
外
の
同
法
第
十
一
条
に
基
づ
く
閲
覧
は
統
計
調
査
等
、
そ
の
必
要
性
が
明

白
に
理
解
で
き
る
請
求
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
衛
官
等
募
集
事
務
は
住
民
基
本
台
帳
法
及
び

個
人
情
報
保
護
法
制
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
閲
覧
の
必
要
性
及
び
妥
当
性
が
俄
か
に
理
解
し
難
く
、
そ
の
異
例
性
が
際

立
っ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
政
府
が
こ
れ
を
法
の
濫
用
で
は
な
い
と
す
る
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

③

本
政
府
答
弁
書
は
本
質
問
主
意
書
の
六
の
④
に
対
し
て
は
答
え
て
お
ら
ず
、
た
だ
「
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
考
え
る
」
と
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
人
材
採
用
及
び
募
集
活
動
に
お
い
て
他
の
公
的
機
関
や
民
間
企
業

と
競
合
す
る
中
で
、
自
衛
隊
が
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の
閲
覧
を
認
め
ら
れ
る
と
い
う
特
権
が
な
ぜ
正
当
化
さ

れ
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

七


